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鉄道事故調査報告書

鉄道事業者名：東武鉄道株式会社

事 故 種 類：列車脱線事故

発 生 日 時：平成１３年１２月１０日 １９時５０分ごろ

発 生 場 所：埼玉県比企郡滑川町

東上本線武蔵嵐山駅～森林公園駅間
むさしらんざん

東上本線第２７８号踏切道(使用停止中)付近

平成１４年４月５日

航空・鉄道事故調査委員会(鉄道部会)議決

委員長 佐 藤 淳 造

委 員 勝 野 良 平

委 員 佐 藤 泰 生(部会長)

委 員 中 川 聡 子

委 員 宮 本 昌 幸

委 員 山 口 浩 一

１ 鉄道事故調査の経過

１.１ 鉄道事故の概要

東武鉄道株式会社（以下「同社」という ）東上本線小川町駅発池袋駅行き１０両。

編成の急行第１１７０列車（以下「本件列車」という ）は、平成１３年１２月１０。

日（月 、乗客約５０人を乗せて武蔵嵐山駅を発車し、速度約９５km/hで進行中であ）

った。１９時５０分ごろ、本件列車の運転士（以下「運転士」という ）は、使用を。

（ 「 」 。） 、一時的に停止していた第２７８号踏切道 以下 本件踏切 という 左側において

手を振っている者を本件踏切手前約８０ｍで発見した。直ちに非常気笛を吹鳴すると

ともに非常ブレーキを使用したが間に合わず、線路を支障していた普通自動車と衝突

し、約９０ｍ走行したところで先頭車両の前台車の第１軸及び第２軸が進行方向左側

に脱線した。本件列車は、本件踏切から２２５ｍ行き過ぎて停止した。

本件列車の乗客及び乗務員に死傷はなかった。また、手を振っていた者（普通自動

車を運転していた者。以下「運転者」という ）にも負傷はなかった。。
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普通自動車は大破し、本件列車は軽微な損傷であった。

１.２ 鉄道事故調査の概要

航空・鉄道事故調査委員会は、平成１３年１２月１０日、本件事故の調査を担当す

、 、 。る主管調査官を指名し 平成１４年３月４日 １名の鉄道事故調査官を追加指名した

平成１３年１２月１０日、現場調査を実施した。

原因関係者から意見聴取を行った。

２ 認定した事実

２.１ 運行の経過

事故に至るまでの経過は、本件列車の運転士の口述によれば、概略次のとおりであ

った。

当日は、志木駅を１４時３６分発の第１１３８列車で池袋駅まで便乗し、池袋

駅１５時１９分発第５９５列車から池袋駅２１時４８分発第６５１列車までの乗

務予定であった。

本件列車は、１９時３９分に始発駅の小川町駅を出発し、武蔵嵐山駅を定刻

（１９時４７分）に出発した。速度約９５km/hの惰行運転で本件踏切にさしかか

ったところ、本件踏切の左側で本件列車に向かって手を振っている者を約８０ｍ

手前で発見し、非常気笛を吹鳴し、非常ブレーキを使用すると同時に線路を支障

している普通自動車を発見したが間に合わず、普通自動車と衝突した。

本件列車停止後、自動車と衝突し脱線した旨を車掌に伝え、旅客の避難誘導に

ついて打合せを行った後、車外に出て、本件列車の先頭台車の第１軸及び第２軸

が進行方向左側に脱線していること、普通自動車が先頭車両右側床下に巻き込ま

れて大破していること及び普通自動車内に人がいないことを確認したのち、川越

市にある東上運行管理所に事故発生を通報した。

その後、本件列車の転動を防止する措置を行い、車掌とともに乗客の中に負傷

者がいないことを確認した後、事故現場に駆けつけた森林公園駅長と協力して、

乗客約５０人を最後部車両から降車させ、線路外に誘導した。

なお、ブレーキの機能等に関しては、本件列車の乗務開始後事故に至るまでの

間に、特に異常はなかった。

、 、 、 。一方 運転者の口述によれば 事故に至るまでの経過は 概略次のとおりであった

１８時頃から約１時間飲酒し、その後、１９時頃から普通自動車を運転し、自
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社で施工した本件踏切前後の町道の側溝整備工事の仕上がり状況を確認しながら

運転を継続していたため、本件踏切北側の防護柵及び赤色回転灯に直前で気づい

たが間に合わず、防護柵を突破して本件踏切内に進入し、本線を横切って通り過

ぎ、その先の複線化工事中の溝状の掘削部に落ち込んだ。落ち込んだ場所は本線

から離れていたものの、更に本線から遠くに普通自動車を移動させようと考え、

自宅に戻り、クレーンを搭載した普通貨物自動車を運転して現場に戻った。玉掛

け及びクレーンの操作に必要な資格は有していなかったが、普通自動車の進入方

向と反対側の南側道路から、普通自動車を移動させようとしてクレーンを操作し

た。作業中に普通貨物自動車が傾斜し、つり上げていた普通自動車が向きを反転

し本線側に移動したので、普通貨物自動車を立て直そうとしたところ、電車の光

が見えたので、手を振って電車に合図を送ったが、普通自動車に本件列車が衝突

し、普通自動車はそのまま引きずられた。

本件踏切が使用停止となることは知っていたが、いつからかは知らなかった。

（付図１、２、３、４、５及び写真１、２、３参照）

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷

なし

２.３ 鉄道施設及び車両の損傷に関する情報

2.3.1 鉄道施設の損傷状況

（1) 下板橋駅起点５２ｋ１２７ｍ（以下「下板橋駅起点」は省略 ）付近から。

５２ｋ１１９ｍ付近にかけて、進行左側のレール（曲線の外軌側レール）締

結装置の軌間外のボルトの頭に傷が見られた。

(2) ５２ｋ１１９ｍ付近から５２ｋ０９４ｍ付近にかけて、軌間内及び進行左

側の軌間外のＰＣまくら木上に車輪のフランジによる走行痕が見られた。

(3) ５２ｋ０９４ｍ付近から５１ｋ９９２ｍ付近にかけて、ＰＣまくら木上に

車輪のフランジによる走行痕が見られた。この区間における進行方向右側の

レール（曲線の内軌側レール）頭部内側と右側車輪フランジにより生じたＰ

Ｃまくら木上の痕跡との間隔は、最大約７０cmであり、２３２本のＰＣまく

ら木が損傷した。

(4) 防護柵は、３枚全てが普通自動車に押し込まれて、複線化工事中の溝状の

掘削部に落ち込み変形しており、また、赤色回転灯は同掘削部の中で大破し

ていた。

2.3.2 車両の損傷状況



- 4 -

先頭車両クハ８１１１５のみが損傷しており、その主な損傷状況は次のとおり。

自動連結器 変形

排障器 変形

前台車の第１軸ブレーキ横ばり 変形

前台車の第１軸右側ブレーキロッド 変形

カップラ３本 変形

右側乗務員昇降ステップ 変形

（写真４、５参照）

２.４ 鉄道施設及び車両以外の物件の損傷に関する情報

普通自動車は、本件列車の先頭車両の床下に巻き込まれ、大破した。

普通貨物自動車は、横倒しとなり、クレーンは、ブームが折損した。

（写真１、３参照）

２.５ 乗務員等に関する情報

本件列車運転士 男性５２歳

甲種電気車運転免許 昭和４５年８月２１日

普通自動車運転者 男性５０歳

第一種運転免許・大型自動車免許 昭和５０年７月２７日

２.６ 鉄道施設及び車両に関する情報

2.6.1 鉄道施設

(1) 路線の概要

線 名 東上本線

区 間 池袋駅～寄居駅間

営業キロ ７５．０km

単・複線の別 複線（一部単線、複々線）

動 力 電気（直流１，５００ボルト）

軌 間 １，０６７mm

駅 数 ３７駅

最高運転速度 １００km/h

設計通過トン数 ５千万トン/年

閉そく方式 自動閉そく式

踏切道数 １５０箇所(全て第1種踏切道(踏切遮断機及び踏切警

報機を設備 ））



- 5 -

（付図１、２参照）

(2) 線路等の構造

① 事故現場付近の線路は、進行方向から見て半径７８１ｍの右円曲線、カン

ト７０mm、勾配下り１‰の区間である。

（付図３参照）

② 事故現場付近の軌道構造は、レールは５０kgＮのロングレール、ＰＣまく

ら木２５ｍ当たり４３本、道床は砕石、厚さは２５０mmである。

2.6.2 車両

(1) 車両の概要

車 種 直流電車

編成両数 １０両

編成定員 １，６２０人（座席定員５４８人）

記号番号

クハ81115 モハ82115 モハ83115 略

●● ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

←進行方向 ●：脱線軸

使用開始年月 昭和５８年３月

（付図６参照）

(2) ブレーキの状況

同社からの報告によれば、事故による先頭台車のブレーキ横ばり等の変形はブレー

キの機能に影響を及ぼすほどではなく、事故後、本件列車を回送する際に行ったブレ

ーキの機能の確認では、異常は認められなかったとのことであった。

２．７ 気象に関する情報

当時の事故現場付近の天気 晴れ

２．８ 事故現場に関する情報

2.8.1 脱線現場の状況

事故後の同社の測定によれば、本件列車の停止位置は、先頭５１ｋ９９０ｍ、

最後尾５２ｋ１９０ｍであった。

一方、2.3.1から、車輪は５２ｋ１２７ｍ付近において落輪し、５１ｋ９９２ｍ

地点で停止したと認められる。

（付図３、４及び写真１、２参照）
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2.8.2 本件踏切の状況

本件踏切は、複線化工事のため事故当日の８時３０分から使用停止とされ、複

線敷部分を掘削し、進入路には防護柵、チューブライト及び赤色回転灯を設け、

夜間は無人となるが、自動車等が進入しないようになっていた。

また、本件踏切北側手前約５０ｍの町道からの進入路の左側にそれを示す「こ

の先踏切り 車両通行止」及び右側に「お願い ご迷惑をおかけしております。

工事中 ご協力をお願いします」と書かれた看板が設置されていた。

なお、これらの防護柵、看板等は東松山警察署の道路使用の許可条件に従って

。 、 、設置されたものである それらの被視認性については 事故の直前に車を運転し

本件踏切近傍の自宅に帰った者の口述によれば、夜間ではあったが十分な被視認

性を有していたとのことであった。

（付図３、４、５及び写真６、７参照）

３ 事実を認定した理由

3.1 普通自動車は、運転者の口述から、約１時間の飲酒後に運転し、十分な被視認

性がある看板や防護柵等が設置してあったにもかかわらず、防護柵を突破して本

件踏切内に進入し、複線化工事中の溝状の掘削部に落ちた。普通自動車は同掘削

部に落ちた時点では本線を支障していなかったものと推定される。その後、運転

者は同社にこのことを通報して、列車の安全な運行に支障のない方法で普通自動

車を移動させる措置について同社と協議することなく、自ら、クレーンを搭載し

た貨物自動車を乗りつけ、玉掛けとクレーン操作を行って普通自動車を移動させ

ようとした。しかし、運転者はこれらの操作に係る資格を有しておらず、十分な

技能を有していなかったと考えられ、このため、クレーンによるつり上げの途中

で、貨物自動車が傾斜し、つり上げていた普通自動車が本件列車の進路を支障す

るに至ったものと推定される。

3.2 本件列車の先頭車両最前部右側に損傷があることから、普通自動車が、本件列

車の進行方向右側（複線化工事を行っていた側）を支障しているところに、本件

列車が衝突したものと推定される。

3.3 列車からの本件踏切見通し距離は１００ｍであり、本件踏切手前約８０ｍで手

を振っている者を発見していることから、非常ブレーキをかけても間に合わなか

ったと推定される。なお、運転士の口述による本件列車の走行速度９５km/hを前提と
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して、本件列車の非常ブレーキによる停止距離を試算すると、約３００ｍとなる。

3.4 運転士の口述及び同社からの報告によれば、本件列車の乗務開始後事故までの

間及び事故発生後車庫に回送する間、本件列車のブレーキの機能に異常は認めら

れなかったこと、また、上記3.3に述べた本件列車の制動・停止状況から、非常

ブレーキは正常に動作していたものと推定される。

3.5 3.2～3.4から、運転士は、本件踏切通過直前に本件踏切付近で人影を発見し、

直ちに非常ブレーキを使用したが間に合わず、普通自動車と衝突し、巻き込んだ

ことにより脱線したものと推定される。

3.6 本件列車の車両及び脱線現場付近の鉄道施設には、脱線の要因となるような異

常は認められなかった。

４ 原 因

、 、本事故は 普通自動車の運転者が使用停止中の本件踏切に防護柵を突破して進入し

複線化工事を行っていた溝状の掘削部に落ちた後、普通自動車を移動しようとしてク

レーンの操作を行った際に、普通自動車が本件列車の進路を支障したことから、本件

列車と衝突し、普通自動車が先頭車両床下に巻き込まれたため、本件列車の第１軸及

び第２軸が脱線したことによるものと推定される。

運転者が使用停止中の本件踏切に進入したのは、飲酒後に運転し、側溝整備工事の

状況の確認に気を取られ、前方への注意力が欠如していたことが関与したものと推定

される。また、衝突に至ったのは、列車の安全な運行に支障のない方法で溝状の掘削

部に落ちた普通自動車を移動する措置について、鉄道事業者と協議することなく、ま

た、十分な技能を有していないにもかかわらず自ら玉掛け及びクレーン操作を行った

際に、普通自動車が本件列車の進路を支障したことによるものと推定される。
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